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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月15日(2017.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　犬の運動中のパフォーマンスを改善しおよび／または運動後の回復を改善する方法であ
って、乾燥物として１０～５０％の羽毛加水分解物および乾燥物として５０～９０％の加
水分解された炭水化物を含む食品を犬に投与することを含み、前記加水分解された炭水化
物が、単糖、マルトース、デキストロース、フルクトース、マルトデキストリンまたはそ
れらの組み合わせからなる、方法。
【請求項２】
　犬の体重１ｋｇ当たり前記羽毛加水分解物を０．１～１ｇ含む量の範囲内で、前記食品
が犬に投与される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　犬の体重１ｋｇ当たり前記加水分解された炭水化物を０．５～４ｇ含む量の範囲内で、
前記食品が犬に投与される、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記食品が、犬の運動後に犬に投与される、請求項１～３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記加水分解された炭水化物が、マルトデキストリン、デキストロース、またはそれら
の組み合わせである、請求項１から４いずれか１項記載の方法。
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